
賛助会員及びそれに準ずることに関する規約 

（賛助会員について） 

第１条 賛助会員は団体ＨＰにて紹介するものとする。 

第２条 賛助会員は団体の主催するイベントにおいて、チラシ配布若しくは紹介をする。 

（その他） 

第３条 団体の主催するイベントに協力した個人・団体については、その年度に限り団体

のＨＰでの紹介、及び団体の主催するイベントにおいて、チラシ配布若しくは紹

介をする。 


